
庁議（令和３年７月６日）結果について 

 

１ 開 催 日 令和３年７月６日（火） 

２ 場  所 庁議室 

３ 出 席 者 市長、石田副市長、石黒副市長、教育長 

市長室長、企画政策部長、総務部長 

４ 説 明 者 土木部長、学校教育部長、福祉部長、市民病院事務局長 

職員課長、財政課長 

５ 事 務 局 秘書課長、広報課長、財政課長、行政総務課長 

       企画政策課長、政策担当長、企画政策課主査 

６ 付議事項  

（１） 平塚市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例（案）について 

概要 １ 改正理由 

職員の服務の宣誓の実施方法について、国家公務員に準拠した方法

に変更するため規定を整備するほか、必要な規定を整備する。 

２ 改正内容 

職員の服務の宣誓の際に対面及び署名を不要とするため、「面前」及

び「署名」に係る規定を削除し、宣誓書を任命権者に提出することの

みを規定することとする。 

また、押印廃止により、様式の押印箇所を削除する。 

３ 施行日    

令和３年１０月１日 

結果 審議の結果承認された。 

 

（２） 平塚市が管理する市道における高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必

要な市道の構造に関する基準を定める条例の一部を改正する条例（案）につい

て 

概要 関係する法令である「高齢者、障害者等の移動等円滑化の促進に関す

る法律」及び「移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車

両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令」が、

令和３年４月１日に施行されたことをふまえ、高齢者、障害者等に必要

の移動等円滑化における市道の構造の基準の一部改正について、９月議

会に上程するものです。 

結果 審議の結果承認された。 

 

 



（３） （仮称）平塚市学校給食センター整備・運営事業における特定事業の選定・公

表及び入札公告・入札説明書等の公表について 

概要 本事業は、客観的評価の結果により、PFI方式により実施することが適

当であると認められるため、PFI法第７条に則り「特定事業の選定・公表」

を行います。さらに本事業を PFI 事業として実施するに当たり、入札公

告により事業者募集を行い、総合評価一般競争入札により落札者を決定

する予定です。なお、本事業における公表以後のスケジュールについて

は、次の日程を予定しています。 

７月 15日（木）特定事業の選定・公表及び入札公告・入札説明書等の 

公表 

７月～８月  入札説明書等に関する説明会・配送校の見学会 

９月 10日（金）参加表明書、参加資格審査申請書類の受付締切り 

９月 22日（水）参加資格審査結果の通知 

９月・10月  直接対話２回目の実施 

11月 12日（金）入札及び提案書類の受付 

12月     落札者の決定及び公表 

令和４年１月 基本協定の締結・事業契約の仮契約の締結 

    ３月 議会の議決・事業契約の締結 

結果 審議の結果承認された。 

 

（４） 令和２年度平塚市下水道事業決算に係る利益の処分について 

概要 令和２年度平塚市下水道事業決算に係る利益の処分については、地方

公営企業法第３２条第２項の規定に基づく議会の議決が必要なため、庁

議に付議するものです。 

結果 審議の結果承認された。 

 

７ 報告事項 

（１） 令和２年度平塚市下水道事業決算について 

概要 令和２年度の下水道事業決算では、３億８，０７６万８５０円の当年

度純利益を計上しました。また、現金預金残高は期首から約３億１，２

６７万円増の２５億５，５３１万７０６円となりました。 

 

（２） 令和２年度一般会計・特別会計歳入歳出決算等について 

概要 会計管理者から歳入歳出決算等の資料提出がありましたので報告する

ものです。 

一般会計をはじめ、全ての特別会計が黒字決算となりました。 



（３） 事務手続きの誤りによる賠償について 

概要 １ 当該事務について 

障がい福祉課で受付している「有料道路障害者割引制度」の事務 

２ 内容 

当該事務に関する申請書を窓口で受付した際に、職員の記入誤りが

あり申請者が有料道路利用時に所定の割引が受けられなかったことに

対する賠償請求があった。申請者に謝罪し示談するとともに賠償する

もの。なお、５月２７日に示談書を取り交わし、賠償金の支払い手続

きを進めている。 

 

（４） 令和２年度病院事業決算について 

概要 病院事業会計は、２，３２０，９１７千円の当該年度純利益となりま

した。 

 

以 上 


